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令和6年度
豊中市指定障害福祉サービス
事業者等集団指導
【施設系】
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１．根拠法令等
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種類 名称

法律 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月7日法律第123号）

政令 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年1月25日政令第10号）

省令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年2月28日厚労省令第19号）
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備
及び運営に関する基準」（平成18年9月29日厚労省令第172号）

※豊中市では条例設置「豊中市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平
成２４年１２月２１日条例第61号）

告示
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年9月29日厚労省告示第523号）

通知

・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備
及び運営に関する基準について」（平成19年1月26日障発第0126001号）
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18
年10月31日障発第1031001号）

根拠法令等（障害福祉サービスにかかる主なもの）

※根拠法令だけでなく、関係法令（労働基準法等）も遵守する必要があります。
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名称

・食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針
（平成18年9月29日厚労省告示第545号）

・障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて
（平成18年12月6日障発第1206002号）

関係通知等（施設系にかかる主なもの）
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２．行政処分の事例紹介
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処分
通知日

所在地
自治体

サービス
種別等

行政処分の理由

令和4年
9月26日

（指定の一
部効力停
止 ）

寝屋川
市

障害者支援施設
（施設入所支援、

生活介護）

障がい者に対する人格尊重義務違反
（障害者総合支援法第50条第1項第2号）
（【人格尊重義務】同法第42条第3項）

・当該施設職員が入所者1名に対して、令和4年4月15日、
スクワットやジャンプを強制的に行わせていたこと。

・同様のことを過去（日時不明）からも継続的に行って
いたこと

施設系の行政処分事例

指定障害者支援施設の指定の一部効力停止 （新規利用者の受入停止）3か月
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法令を遵守した事業運営を



障害者就労支援施設の利用実績を偽り、水増し請求した給付金約２４８万円を神戸市から
だまし取ったとして、兵庫県警組織犯罪対策課などは（１０月）２５日、詐欺の疑いで、い
ずれも同市長田区の就労継続支援Ｂ型事業所「テレサ」の元職員で、飲食店経営の保科勝久
（６５）＝同区五番町と、無職の高瀬敏史（５９）＝大阪府池田市姫室町＝の両容疑者を逮
捕した。同課は２人の認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は今年２～８月、就労サービスの利用者の一部について、実際は利用していない
のに、６回にわたって神戸市に給付金を請求し、２４８万４８２３円をだまし取ったとして
いる。

同課によると、保科容疑者が、知人らに「テレサに登録すれば１万５千円をあげる」など
と勧誘し、高瀬容疑者が市に虚偽申請する役割を担っていたという。同課は、令和３年８月
～今年６月までにテレサが市から受給した約１億４千万円のうち、約８千万円が不正受給の
可能性があるとみて捜査を進めている。

神戸市や事業所のホームページによると、テレサは市が平成２６年に就労継続支援Ｂ型事
業所に指定。定員は２０人で、利用する障害者がタオルを折り畳んだり、ハンカチを袋詰め
したりした作業に対して報酬を支払う一方、市から給付金を得ていた。

（引用：産経新聞ホームページ（産経WEST）,「障害者就労給付金詐取か 詐欺容疑で施
設元職員２人を逮捕 兵庫県警」,  2023年10月25日,   

https://www.sankei.com/article/2023/025-H4NEODTDXFNUHNUGILJ3HCTT5U.html）

参考：『就労給付金を詐取 詐欺容疑で施設元職員２人を逮捕 』
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３．令和６年度報酬改定
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地域との連携等【新設】
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○概要
① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当

者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね１年に１回以上、運営状況を報告するとと
もに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

② 会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければ
ならない。

③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。
※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定め

るものを講じている場合には、適用しない。
※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。
※ 上記規定は、令和６年度から努力義務化、令和７年度から義務化。

○参考
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月29 日）問48・49
地域連携推進会議の手引きについて（令和6年4月24日付事務連絡､厚生労働省障害福祉課）

施設入所支援



重度障害者支援加算
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○概要
ロ 重度障害者支援加算（Ⅱ）
（一） 生活支援員のうち 20 ％以上の基礎研修修了者を配置し、区分 ６かつ 行動関連項目 10 点以上の者に対して、

実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき 個別支援を行った場合 360 単位／日
※ 個別支援を開始した日から 180 日以内は＋500 単位／日

（二）（一）を満たした上で、行動関連項目 18 点以上の者に対して、中核人材養成研修了者作の支援計画シート等に
基づき個別を行った場合 （一）に加え 150 単位／日
※ 個別支援を開始した日から 180 日以内は（一） ※に加え＋200 単位／日

ハ 重度障害者支援加算（Ⅲ）
（一） 生活支援員のうち 20 ％以上の基礎研修修了者を配置し、区分４以上かつ行動関連項目 10点以上の者に対して、

実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき 個別支援を行った場合 180 単位／日
※ 個別支援を開始した日から 180 日以内は ＋400 単位／日

（二）（一）を満たした上で、行動関連項目 18 点以上の者に対して、中核人材養成研修了者作の支援計画シート等に
基づき個別を行った場合 （一）に加え 150 単位／日
※ 個別支援を開始した日から 180 日以内は（一）※に加え 200 単位／日
（注）ロ、ハの加算については、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等の提供を行った場合は算
定しない。

○参考
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２（令和６年４月５日）問1～7・10・11

施設入所支援



◎重度障害者支援加算（Ⅱ）（Ⅲ）の算定に必要な

支援計画シート等について

支援計画シート等の作成について、作成にあたり必要な要件の確認
をしてください。

※当該加算の算定には、支援計画シート等の作成以外にも、人員配置要件等も満たす必要がありますので、

加算の算定にあたっては必ず算定要件をご確認ください。

支援計画シート等とは下記の二つの様式

①支援計画シート

②支援手順書兼記録用紙

⇒次ページ以降に国の通知にある参考様式を掲載しています
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支援計画シートの作成について

・支援計画シートは個別支援計画とは
作成の目的や活用方法が異なるため、
原則としてそれぞれ作成が必要。

・支援計画シートの作成は有資格者
（強度行動障害支援者養成研修（実践
研修）修了者等）である必要があるた
め、作成者を明記すること。

・参考様式にはありませんが、加算の
算定要件をいつから満たしていたのか
を明確にするため、支援計画シートの
作成日を明記すること。
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〇参照
集団指導参考資料
「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項
について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部障害福祉課長発出）



支援手順書兼記録用紙の作成について
※この用紙の作成がなく、改善を求めることが

多いです。

・「サービス手順」の内容は、支援計
画シートの内容を反映し､支援計画シー
トを作成することができる有資格者が
あらかじめ記入しておくこと。

・「チェック・様子」の内容は、実際
にサービスを提供した支援者（有資格
者）がサービス手順どおりに支援でき
たのかどうかなどを記入し、サービス
の提供の記録とは別に、サービスの提
供ごとに作成すること。

・支援内容や利用者の反応等は具体的
に記録に残し、定期的に再アセスメン
トすること。
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〇参照
集団指導参考資料
「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課長発出）



地域移行等意向確認担当者の選任等【新設】

15

○概要
・ 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意向や施設外のサービスの利用状況等

の把握及び施設外におけるサービスの利用に関する意向の定期的な確認（以下「地域移行等意向確認
等」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等
意向確認担当者を選任しなければならない。

・ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に関する指針に基づき、地域移行等意向確認等
を実施し、アセスメントの際に把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、施設
障害福祉 サービス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。
※ 上記規定は、令和６年度から努力義務化、令和８年度から義務化。

・ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、地域生活支援拠点等又は一般相
談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利
用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。

施設入所支援



地域移行促進加算（Ⅱ）【新設】
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○概要
入所者に対して、通所サービス又はグループホームの見学や食事体験等を行

うなど、地域生活への移行に向けた支援を実施した場合に、１月につき３回を
限度として所定単位数を算定する。

施設入所支援



夜間看護体制加算
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○概要
夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、

（中略）１日につき所定単位数を加算する。
生活支援員に代えて複数の看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供

を行った場合、 35 単位に看護職員１に加えて配置した人数を乗じて得た単
位に所定単位数を加えた単位数を加算する。

施設入所支援



施設障害福祉サービス計画の作成等
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○省令
第二十三条 （略）
２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環

境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行うとと
もに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上
での適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、第二十四条の三第一項の地域移行等
意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるも
のとする。

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利
用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

４・５ （略）
６ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提

供に当たる担当者等（地域移行等意向確認担当者を含む。）を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器（以
下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改め
て確認するとともに、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

７ サービス管理責任者は、第五項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文
書により利用者の同意を得なければならない。

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対
して指定計画相談支援（法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。）を行う者に交付しなければならない。

９・10 （略）
11 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。

障害者支援施設等



協力医療機関等
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○省令
第二百十二条の四
１ （略）
２ （略）
３ 事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第

六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい
う。）との間で、新興感染症（同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規
定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対
応を取り決めるように努めなければならない。

４ 事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療
機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

障害者支援施設等



その他：新設の加算（施設系）
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○高次脳機能障害者支援体制加算
・対象サービス：施設入所支援
・参考：令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月29 日）問9～12

○集中的支援加算
・対象サービス：施設入所支援
・参考：令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２（令和６年４月５日）問12～17

○障害者支援施設等感染対策向上加算、新興感染症等施設療養加算
・対象サービス：施設入所支援
・参考：令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月29 日）問16～18

○通院支援加算
・対象サービス：施設入所支援

○地域移行支援体制加算
・対象サービス：施設入所支援



４．実地指導における主な指導項目
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令和５年度の実地指導における主な指導項目です。

項目によっては全サービスに該当しないものもありますが、

提供するサービスの基準をよく理解し、適切な事業所運営を行ってください。

※国通知の改正により、令和６年度から「実地指導」の名称が「運営指導」となります。



 在職しているサービス管理責任者、職員の資格証、実務経験証明書、研修修了証の写しが
保管されておらず、事業所が資格等を確認していることが確認できないケースがあった。

 退職した職員の資格証などの写しを破棄していて、資格要件が確認できないケースがあっ
た。
※書類の保存年限は５年。

22

人 員 基 準

資格や実務経験を証明する書類の控えを事業所に保存しておくこと。

人員配置基準を満たすこと。

 各サービスで定められている必要な人員数を満たしていないケースがあった。



○平成 30 年度までに旧体系研修受講済みの者について

 旧体系研修を受講済みの場合、令和５年度末までは更新研修受講修了前でも

引き続きサービス管理責任者として業務可能

⇒令和５年度中に更新研修を受講し、修了していない者は、

サービス管理責任者として配置できない

【サービス管理責任者の資格について】
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○基礎研修（令和元年～令和３年度）受講時点で実務要件を
満たしている者について

基礎研修受講後３年間は、研修修了月からカウント

年度単位ではないことに注意

改めて、サービス管理責任者の資格を確認すること

 基礎研修受講後３年間は、実践研修を未修了でも

サービス管理責任者とみなされる

⇒基礎研修修了後３年を経過するまでの間に、実践研修を修了

できない場合は、サービス管理責任者として配置できなくなる。

【サービス管理責任者の資格について】

24



25

 運営規程に定められている項目以外の費用や、運営規程に定められている金額と異
なる金額を利用者から徴収しているケースがあった。

個別支援計画を必要な手順通りに作成すること。

 個別支援計画の説明日・交付日が明記されていないケースがあった。
 作成者がサービス管理責任者であることが確認できないケースがあった。
 アセスメントやモニタリングにあたっての面接記録が無いケースがあった。
 個別支援計画を変更する際にモニタリングを実施していることがわからないケース

があった。

利用者負担額の受領について請求できない費用を請求しないこと。

【個別支援計画】

【利用者負担額の受領】

運 営 基 準



〈特に注意が必要な項目〉

※運営規程には実態に合った内容を記載し、重要事項説明書や契約書等と記載内容を一致させてください。
※変更届が必要な変更を行った場合は、速やかに障害福祉課へ変更届を提出してください。
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運営規程と重要事項説明書の内容を一致させること。（齟齬ありの指摘多数）

項目 注意点

◆職員の職種、員数 ・実態に合った人数を記載すること
（基準配置や加算に必要な員数を満たしていれば、
「○人以上」の記載でも可）

◆営業日及び営業時間等 ・曜日や時間を正しく記載すること
・長期休暇の期間を確認し、日付を明記すること

（例：×「お盆休み」⇒○「8/13～15」）

◆サービスを提供する主たる対象者 ・指定課への届け出と一致しているか確認すること

◆サービスの内容 ・実態と合っているか確認すること
（現在実施していない、かつ今後も実施予定のない

サービス内容は削除）

◆利用者から受領する費用の額等 ・実態に合った料金を記載すること
・重要事項説明書に記載している費用項目と一致させること

【運営規程】



〈特に注意が必要な項目〉

※重要事項説明書には実態に合った内容を記載し、運営規程や契約書等と記載内容を一致させてください。
※必要項目については、豊中市または大阪府のモデル様式をご参照ください。
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必要項目を記載し、内容を整備すること。（項目抜けや内容不足の指摘多数）

項目 注意点

◆サービス料金と利用者負担額 ・最新の単位数で計算すること
（利用者負担額は1円未満切り捨て）

・その他費用欄に利用者の自己負担が必要な料金を記載すること

◆緊急時の対応方法 ・事業所の「緊急時の連絡先及び対応可能時間」を記載すること

◆事故発生時の対応方法 ・市の窓口を正しく記載すること（次ページ参照）

◆苦情解決の体制及び手順 ・相談及び苦情に対応するための手順を記載すること
・市の窓口を正しく記載すること（次ページ参照）

◆第三者評価の実施状況 ・項目として記載した上で、
「実施している」場合…実施日・評価機関名・結果の開示状況を明記
「実施していない」場合…実施していない旨を記載

◆サービス提供開始可能年月日/
重要事項説明の年月日

・記入漏れのないようにすること。

【重要事項説明書】
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【重要事項説明書】市・公的団体の窓口

【市町村の窓口】
豊中市福祉部障害福祉課

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話番号：０６－６８５８－２２２９
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５８－１１２２

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）
午前９時～午後５時１５分

◆事故報告の窓口

【市町村の窓口】
豊中市福祉部障害福祉課

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話番号：０６－６８５８－２２２９
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５８－１１２２

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）
午前９時～午後５時１５分

【公的団体の窓口】
豊中市健康福祉サービス
苦情調整委員会

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話番号：０６－６８５８－２８１５
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５４－４３４４

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）
午前９時～午後５時１５分

【公的団体の窓口】
大阪府社会福祉協議会
運営適正化委員会
「福祉サービス苦情解決委員会」

所 在 地 ：大阪市中央区中寺1丁目1番54号
大阪社会福祉指導センター内

電話番号：０６－６１９１－３１３０
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６１９１－５６６０

受付時間：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）
午前１０時～午後４時

◆苦情・相談受付の窓口
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【サービスの提供の記録】

利用日ごとのサービスの提供の記録を作成し、利用者確認を得ること。

• ①サービスの提供の記録（日々の実施記録）

• ②サービス提供実績記録票

必要な記録（2点）

• ①②いずれも、利用日数分の記録が必要。

• ①②いずれも、利用日数分の（各利用日に対する）利用者確認が必要。

• 例：①の利用者確認を全く得ていない（書類上で確認を得ていることがわからない）、

• ②の利用者確認を利用日数分得ていない（月23日利用に対して押印一つのみ）等のケースがあった。

• ※「記録がない」または「利用者確認を得ていない」場合は、過誤調整が必要となる場合があります。

• 電子媒体（システム等）を利用して記録する場合も、利用者確認が必要。

• →電子媒体の活用が進む中、特に①の利用者確認が漏れていることが多いため要注意。

• ※電子媒体を利用して利用者確認を得る場合は、事前に利用者等からの承諾が必要です。

注意点
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（参考）各種手続き・記録などの電子化に関するQ&A

○掲載場所（豊中市ホームページ）

「トップページ」→「健康・福祉・医療」→「障害者福祉」→「障害者福祉（事業者向け）」
→「市からのお知らせ」→「各種手続き・記録などの電子化に関するQ&A」

豊中市ホームページ
（障害福祉課のページ）に、
電子化を進めるに当たってのQ&Aが
掲載されていますので、
ぜひ参考にしてください。
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【非常災害対策計画】

必要項目を盛り込み、内容を整備すること。（項目抜けや内容不足の指摘が多数）

避難確保計画
（水防法）

水害に関するもの

非常災害対策計画
（障害者総合支援法/

児童福祉法）

水害・地震・火災等、
災害全般に関するもの

既に避難確保計画を作成している事業所についても、

水害に加えて、地震・火災等への対応も盛り込んだ

「非常災害対策計画」を作成する必要があります。

WAM NETに策定例が掲載されていますので、

ご参照ください。（33ページ参照）
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必須項目

①障害者支援施設等の立地条件（地形等）

②災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等）

③災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等）

④避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時等）

⑤避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等）

⑥避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間等）

⑦避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）等）

⑧災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等）

⑨関係機関との連携体制等

※これらの必要な項目を設定・記載した上で、
事業所ごとに具体的で実効性のある計画を作成してください。

非常災害対策計画に必要な項目
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（参考）WAM NETにおける「非常災害対策計画（策定例）」の掲載場所
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【出勤状況が確認できる書類】

従業者ごとの出勤状況が確認できる書類を作成すること。（内容不備の指摘多数）

• タイムカード

• 出勤簿

• その他勤怠管理システム等

出勤状況が確認できる書類の例

• 勤務日だけでなく、勤務時間も記載すること。

• 休暇・欠勤について、その種別（例：有給休暇、特別休暇など）が分かるようにしておくこと。

• 休暇・欠勤の取得日時がわかるようにしておくこと。

注意点

勤務予定（実績）一覧表との齟齬がたびたび見受けられます。

事業所において、従業者全員の出勤状況を正しく管理・把握すること



○契約内容の報告について
・契約内容報告書
・契約内容臨時調整報告書*
様式は２種類あります。

〇臨時調整報告書
例）総支給量15日の利用者がA事業所10日、B事業所5日

で契約している場合、
ある月だけ、A事業所5日、B事業所10日

で利用希望があれば、契約を巻き直すまではせずに、
臨時調整報告書を障害福祉課事業所係あて提出いた
だければ調整できるものです。

実質的には総支給量の範囲内であれば
請求業務自体に支障はありませんが、
請求が通っていても、臨時調整報告書の提出は必須です。
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契約支給量臨時調整報告書

年 月 日

豊 中 市 長 様

事業所番号

事業者及び
その事業所
の名称

電話番号 （ ） ―

代 表 者

○下記のとおり契約支給量を臨時調整しましたので報告します。

記

報告対象者

障害福祉サービス
受給者証番号

支給決定障害者
（保護者）氏名

受給者氏名に係る
児童氏名

契約している支給量の内容

受給者証の事業者
記入欄番号

サービス内容 契約支給量 契約日
（又は契約支給量を決定した日）

年 月 日

支給量調整の内容

対象年月 調整後の支給量 理由

年 月分

★調整先の事業者契約内容

事業者番号 名称

契約支給量 調整後の支給量

【契約内容を一時変更する場合の注意事項】



 欠席時対応加算について、利用者への相談援助の記録が無く、欠席の連絡日等が確

認できないケースがあった。

 送迎加算について、送迎記録など送迎の実施についての記録が無く、実施内容が確

認できないケースがあった。
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加算算定の根拠となる書類を作成すること

 「障害福祉サービス等処遇改善計画書」の内容を、対象の従業者に周知しているこ

とが確認できないケースがあった。

報 酬 基 準

処遇改善加算について、従業者に処遇改善計画を周知すること



この動画は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。


